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配
偶
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同
行
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業
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承
認
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第
二
条

配
偶
者
同
行
休
業
の

行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る

２

知
事
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、
配
偶
者
同
行
休

認
め
る
と
き
は
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該
申
請

現
業
職
員
の
配
偶
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同
行
休
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業
職
員
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配
偶
者
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旨
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則
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員
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七
月
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山
口
県
規
則
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職
員
の
配
偶
者
同
行
休
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偶
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行
休
業
に

日
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二

企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に

規

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に

延
長
の
申
請
手
続
）

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

）
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
つ
い
て

申
請
手
続
）

承
認
の
申
請
は
、
配
偶
者
同
行
休

日
の
一
月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ

業
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
そ

を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

業
に
関
す
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す
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す
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す
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す
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次
中
「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を

九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の

び
に
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中

め
る
。

四
十
七
条
の
十
二
の
表
保
健
福
祉

「
父
子
家
庭
並
び
に
」
を
加
え
る

「
第
十
八
目

母
子
福
祉
セ
ン
タ

口
県
行
政
組
織
規
則
の
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を
改
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六
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七
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二
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規
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偶
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に
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す
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る
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の
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県
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情
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い
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の
建

重
要
事
項

人
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す
る

「

情
報
公
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「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を

て
設
置
さ
れ
た
母
子
福
祉
施
設

施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中

タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
「
山
口
県
母
子

県
母
子
・
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子
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セ
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ー

号
中
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母
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庭
及
び
」
の
下

第
八
十
一
条
中
「
母
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福
祉

年
十
月
一
日
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す
る
。
た
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す
る
。

員
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則
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。

九
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の
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護
に
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す
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に
つ
い
て
の
調
査
及
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審
議
並
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に
個

保
護
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
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建
議

事
務

止
対
策
推
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（
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成
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十
五
年
法
律

号
）
第
二
十
八
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第
一
項
の
規
定
に
よ

結
果
（
同
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
同

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
報

重
大
事
態
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

調
査
に
関
す
る
事
務

母
子
・
父
子
福
祉
施
設
条
例
」
に

表
中

に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査

並
び
に
情
報
公
開
に
関
す
る
事
項
に
つ

議
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

に
つ
い
て
の
調
査
及
び
審
議
並
び
に
個

保
護
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
建
議

事
務

に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査

「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
施
設
と

「
山
口
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
次
条
に
お
い
て

（
次
条
に
お
い
て
「
母
子
・
父
子

に
「
父
子
家
庭
並
び
に
」
を
加
え

セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
・
父
子
福

だ
し
、
第
三
百
一
条
第
二
号
ロ

県
知
事

村

岡

嗣

政

学
事
文

書
課

に
改
め
る
。

学
事
文

書
課

」

改
め
る
。

学
事
文

書
課

」
を

祉
法
」
に
、
「
母
子
福
祉
施
設
と

し
て
設
置
さ
れ
た
母
子
・
父
子
福

を
「
山
口
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ

「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
山

福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条

る
。

祉
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
山
口
県
母

二

の し祉ン口各子
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の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

密
保
持
義
務
）

条

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と

も
同
様
と
す
る
。

務
）

条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部

の
他
）

条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の

員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐

、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

議
）

条

委
員
会
の
会
議
（
以
下
「
会

会
議
の
議
長
は
、
委
員
長
を
も
っ

会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員

ろ
に
よ
る
。

。期
）

条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す

す
る
。

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で

員
長
及
び
副
委
員
長
）

条

委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副

。
口
県
規
則
第
四
十
五
号

山
口
県
い
じ
め
調
査
検
証
委
員

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
い
じ

山
口
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
三

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

す
る
。

が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

学
事
文
書
課
に
お
い
て
処
理
す

ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い

員
会
を
代
表
す
る
。

し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

議
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
長

て
充
て
る
。

し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の

き
る
。

委
員
長
各
一
人
を
置
き
、
委
員

会
規
則

め
問
題
対
策
協
議
会
等
の
設
置

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必

な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た

る
。

て
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が

又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き

が
招
集
す
る
。

き
な
い
。

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六

山
口
県
い
じ
め
調
査
検
証
委
員

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

休
配

）
日

「裏
中
「

「

休
自

休
配

）
日

休
自

）
日

休
自

）
日

）
日

第
十
三
条
第
二
項
中
第
十
七

下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一

九

職
員
の
配
偶
者
同
行
休

条
の
規
定
に
よ
り
配
偶
者

第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
十

改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
表
中

「

休
自

）
日

山
口
県
職
員
服
務
規
程
の
一

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
職
員
服
務
規
程

山
口
県
職
員
服
務
規
程
（
昭

る
。

訓

山
口
県
訓
令
第
八
号

号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
九
号
か

号
を
加
え
る
。

業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六

同
行
休
業
の
承
認
を
受
け
た
場
合

一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を
「

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

九
日

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

和
二
十
九
年
山
口
県
訓
令
第
十
一

令

三

」
に
改

」
を

」
に
改
め
、
同
様
式

」
を

ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

年
山
口
県
条
例
第
二
十
五
号
）
第

第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

に
定
め
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

め の り二に す

訓

令



平

会

成 年 月 日 火曜日

山（
趣

第
一年

山 口

山
山

七
号山

県 報

山
公
布

（号 外 ）

る
。

（
施

１（
用

２
理を

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

山
口
県
い
じ
め
問
題
調
査
委
員

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
い
じ

山
口
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
二

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

山
口
県
い
じ
め
問
題
対
策
協
議

口
県
い
じ
め
問
題
対
策
協
議
会
等

）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
六

口
県
い
じ
め
問
題
調
査
委
員
会
規

教

育

委

口
県
い
じ
め
問
題
対
策
協
議
会
等

す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

附

則

行
期
日
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七

紙
の
使
用
）

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前

簿
を
印
刷
し
た
用
紙
で
使
用
中
の

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必 山

号
会
規
則

め
問
題
対
策
協
議
会
等
の
設
置

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

号
会
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の

の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
平
成

年
七
月
二
十
九
日
と
す
る
。

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

員

会

の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
施
行山

月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
山
口
県
職
員
服
務
規
程
に
定

も
の
及
び
残
存
す
る
も
の
に
つ

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

口
県
教
育
委
員
会

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六

山
口
県
い
じ
め
問
題
調
査
委
員

施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
十

期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に

口
県
教
育
委
員
会

め
る
様
式
に
よ
る
出
勤
状
況
整

い
て
は
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整

後
も
同
様
と
す
る
。

（
庶
務
）

４

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と

部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名

６

前
条
の
規
定
は
、
部
会
の

７

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る

が
で
き
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
六
条

委
員
は
、
職
務
上
知

２

会
議
の
議
長
は
、
委
員
長

３

会
議
は
、
委
員
の
半
数
以

４

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し

こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
五
条

委
員
会
は
、
そ
の
定

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、

第
三
条

委
員
会
に
、
委
員
長

る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理

３

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を

は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る

（
会
議
）

第
四
条

委
員
会
の
会
議
（
以

る
。

る
。

（
任
期
）

第
二
条

委
員
の
任
期
は
、
二

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）

を
掌
理
す
る
。

き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は

す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

会
議
に
準
用
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を

る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し

を
も
っ
て
充
て
る
。

上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ

た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置

、
委
員
長
が
指
名
す
る
。

部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ

及
び
副
委
員
長
各
一
人
を
置
き
、

し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る

。下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
議
」
と

年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委

と
が
で
き
る
。

ら
ず
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議

す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き

、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か

る
。

も
っ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い

と
が
で
き
な
い
。

同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る

く
こ
と
が
で
き
る
。

っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定

と
き
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と

い
う
。
）
は
、
委
員
長
が
招
集

員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

す
る
た
め
臨
時
に
任
命
さ
れ
た
委

は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

四

らとた と めきす 間員

教

育

委

員

会



平成

（
職

第
五関

年 月 日 火曜日

あで
（
配

第
三

（
届

第
四出は

山 口 県

第
一二職す

（
配

第
二行

２

報

教
山（

趣

（号 外 ）

第
七

（
そ

第
八委こ

務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整

条

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
職

す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請

き
る
。

偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の

条

前
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同

出
に
係
る
事
実
の
確
認
）

条

教
育
委
員
会
は
、
配
偶
者
同

が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
配
偶

十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）

る
。

偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手

条

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の

休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一

教
育
委
員
会
は
、
配
偶
者
同
行
休

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

旨
）

条

委
員
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁

の
他
）

条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の

員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

）員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
は

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
。

を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明

申
請
手
続
）

行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請

行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら

該
届
出
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（

。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育

の
配
偶
者
同
行
休
業
に
つ
い
て

続
）

申
請
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
承

月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

業
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、

の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る山

号
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関

学
校
安
全
・
体
育
課
に
お
い
て

ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い

す
る
。

、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に

以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業
規

書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

き
る
。

平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第

委
員
会
が
任
命
す
る
単
純
労
務

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

認
申
請
書
に
よ
り
、
配
偶
者
同

ら
な
い
。

そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

す
る
規
則

処
理
す
る
。

て
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が

山
口
県
い
じ
め
問

題
調
査
委
員
会

生
し
た
い
じ

第
七
十
一
号

態
に
係
る
事

る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
表
学
校
安
全
・

十

山
口
県
い
じ
め
問
題
対

十
一

山
口
県
い
じ
め
問
題

第
七
十
三
条
第
二
号
の
表
に

い
じ
め
の
防

つ
い
て
の
調

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
教
育
委
員
会
行

則
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を

る
。

（
そ
の
他
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る

偶
者
同
行
休
業
規
則
の
適
用

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五

）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

実
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
の
調
査

ら
施
行
す
る
。

二
号

織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県

体
育
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え

策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

調
査
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

止
等
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
重
要

査
及
び
審
議
並
び
に
県
立
学
校
に
お

織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九
日十

号

政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

受
け
る
者
の
例
に
よ
り
、
当
該
職

も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
配
偶
者
同

を
受
け
る
者
の
例
に
よ
る
。

ら
施
行
す
る
。

五

庁

中

一

般

学
校
を
除
く
各
教
育
機
関

年
法
律

重
大
事

に
関
す

学
校
安
全
・

体
育
課

教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

る
。

事
項
に

い
て
発

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

規
則

員
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で

行
休
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

部 き配



平

山

成 年 月 日 火曜日

る
。こ

山

山 口

「

配 自

裏
中

「

配 自

県 報

ず
つ別

「

自

（号 外 ）

山山
号
）第

口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月

口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

休休

）
日

）
日

「

休
自休

）
日

休

）
日

）
日

繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次

十
二

配
偶
者
同
行
休
業
を
す
る
場
合

者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成

県
条
例
第
二
十
五
号
）
第
二
条
）

記
第
十
号
様
式
の
表
中

休
）

日

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

十
二
条
第
二
項
の
表
中
第
二
十
号

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
職
員
の
配
偶

二
十
六
年
山
口

配

休

服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る山

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正

員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
山

。を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
二

う
に
定
め
る
。

県

立

学

校

一

般

に
改
め
、
同
様
式
の

」

」
を

」
に
改
め

」
を

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

口
県
教
育
委
員
会

す
る
訓
令

口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二

号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号

二
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
配
偶
者
同
行
休

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員

休
配

）
日

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六

人

事

「

休
自

休
配

）
日

）
日

裏
中
「

休
自

）
日

「

休
自

）
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
立
学
校
職
員
服

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
表
中

「

休
自

）
日

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

九
日六

号

業
に
関
す
る
規
則

の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条

年
七
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る

委

員

会

九
日

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

程
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
教
育

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
つ
い

。山
口
県
人
事
委
員
会

例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例

」

。

」
を

」
に
改
め
、
同
様
式

」
を

に
改

山
口
県
教
育
委
員
会

委
員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を

六

て 第 のめ 次

人

事

委

員

会



平成

復るを

年 月 日 火曜日

（
届

第
五が当

（
職

第
六の下

山 口 県

二

報

き
（
配

第
三

（
配

第
四一

（号 外 ）

必
（
配

第
二認ら

２
る

帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け

規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
人

い
う
。
）
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の

出
に
係
る
事
実
の
確
認
）

条

任
命
権
者
は
、
配
偶
者
同
行

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届

該
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の

務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整

条

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
職

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た

二
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

特
別
休
暇
の
う
ち
学
校
職
員
の
勤

人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
十

を
取
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

任
命
権
者
が
、
配
偶
者
同
行
休

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

る
。

偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の

条

前
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同

偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
取
消
事

条

条
例
第
七
条
第
三
号
の
人
事

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る

（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第

務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手

条

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の

申
請
書
に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休

な
い
。

任
命
権
者
は
、
配
偶
者
同
行
休
業

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を

る
最
初
の
昇
給
日
（
初
任
給
、

事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第

日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て

休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
条

出
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
必

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

）員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に

る
と
き
は
、
当
該
配
偶
者
同
行

期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も

掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
又

和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関

三
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号

。業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て

第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の

申
請
手
続
）

行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請

由
）

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は

職
員
が
、
職
員
の
勤
務
時
間
、

十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す

る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人

。続
）

申
請
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め

業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一

の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
そ

し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す

二
十
九
条
に
規
定
す
る
昇
給
日

当
該
職
員
の
号
給
を
調
整
す
る

例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

。お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と

休
業
の
期
間
を
百
分
の
五
十
以

の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に

は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

十
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る

す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県

に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇

、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
承
認

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

る
特
別
休
暇
の
う
ち
職
員
の
勤

事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
十

る
様
式
の
配
偶
者
同
行
休
業
承

月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

第
十
条
の
三
第
二
項
第
二
号

例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
」
を

等
休
業
を
し
」
の
下
に
「
、
法

え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

通
勤
手
当
に
関
す
る
規

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号

条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
条
の

め
、
「
自
己
啓
発
等
休
業
を
し

休
業
を
し
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に

を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら

会
と
協
議
し
て
、
当
該
職
員

（
そ
の
他
）

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る

人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

九
日

及
び
第
十
条
の
四
第
二
項
中
「
職

「
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に

第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定

ら
施
行
す
る
。

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
三
十
三
年
山
口
県
人
事
委
員

中
「
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に

規
定
に
よ
り
」
を
「
法
第
二
十
六

」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
六
条
の

ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

九
日七

号

お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
場

れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か

の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き

も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
配
偶
者
同

七

山
口
県
人
事
委
員
会

員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る

規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
自
己
啓

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
」
を

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
口

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に

六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同

公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
権

か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委

る
。

行
休
業
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は

条発加 よ県改行 衡員、



平

こ

成 年 月 日 火曜日

山
職

一
部第

に
規

山 口

げ
、七こ職

県 報

第
二
号三第

「
第第

（号 外 ）

山
期

一
部第

次
に六

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
の
四
第
一
号
中
「
も
の
を
除

定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
」
を
加

附

則

第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員

六
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る

期
間

八
条
第
二
号
中
「
第
五
号
」
を

二
条
第
十
号
」
に
改
め
る
。

十
二
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、

次
の
一
号
を
加
え
る
。

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に

す
る
。

山

号
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
人

く
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は

え
る
。

る
。

職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間

す
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に

「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六

十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第

号
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一

規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
（

口
県
人
事
委
員
会

規
則

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

同
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の

号
中
「
第
二
条
第
九
号
」
を

十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

規
則

人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の

以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業
」
と

第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
中

休
業
を
し
て
い
た
期
間
、
同
法

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
育
児
休
業
等
に

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
第
七
号
を

七

法
第
二
十
六
条
の
六
第

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
自
己
啓
発
等
休

「
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休

第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定

ら
施
行
す
る
。

九
日十

一
号

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
人
事

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
口

第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次

一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休

ら
施
行
す
る
。

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

九
日十

号

業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

業
」
を
「
に
規
定
す
る
自
己
啓
発

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
」
に
改

山
口
県
人
事
委
員
会

規
則

委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

の
一
号
を
加
え
る
。

業
を
し
て
い
た
期
間

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

す
る
規
則

八

等め 次 一



平成

（
配

第
二

年 月 日 火曜日

（
趣

第
一例い

山 口 県

こ企
山

報

職
議
会

配
偶

の
例

（号 外 ）

山
議

偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手

条

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

企
業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業

旨
）

条

こ
の
管
理
規
程
は
、
職
員
の

第
二
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と

う
。
）
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
つ

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月

企

業

業
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関

口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

議
会
事
務
局
に
勤
務
す
る
現
業

員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

事
務
局
に
勤
務
す
る
単
純
労
務
職

者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平

に
よ
る
。

県

議

口
県
議
会
訓
令
第
一
号

会
事
務
局
に
勤
務
す
る
現
業
職
員

続
）

申
請
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
承

山
口
県
公
営
企
業
管
理

に
関
す
る
規
程

配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

局

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関

条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県

員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
取
扱

成
二
十
六
年
山
口
県
規
則
第
四

山
口
県
議
会
議

会

の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

認
申
請
書
に
よ
り
、
配
偶
者
同

者

弘

中

勝

久

例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
条

企
業
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

の
と
す
る
。

る
。

す
る
規
程

条
例
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
く

い
に
つ
い
て
は
、
現
業
職
員
の

十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者

長

柳

居

俊

学

局

中

一

般

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
そ
の
他
）

第
六
条

こ
の
管
理
規
程
に
定

は
、
配
偶
者
同
行
休
業
規
則

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二

第
四
条

管
理
者
は
、
配
偶
者

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給

第
五
条

配
偶
者
同
行
休
業
を

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六

則
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を

る
。

行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る

２

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

請
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を

対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の

第
三
条

前
条
の
規
定
は
、
配

（
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
）

め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
配
偶

の
適
用
を
受
け
る
者
の
例
に
よ
る

十
六
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
施
行

同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら

該
届
出
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

の
調
整
）

し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と

年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

受
け
る
者
の
例
に
よ
り
、
当
該
職

日
の
一
月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ

（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

延
長
の
申
請
手
続
）

偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の

九

者
同
行
休
業
の
取
扱
い
に
つ
い

。す
る
。

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

る
。

き
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業

号
。
以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業

員
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で

ば
な
ら
な
い
。

は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の

と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
職
員

申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て が当に規き 申に

県

議

会

企

業

局
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